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【部門区分】第７部門第３区分
【発行日】令和2年1月23日(2020.1.23)

【公表番号】特表2019-507511(P2019-507511A)
【公表日】平成31年3月14日(2019.3.14)
【年通号数】公開・登録公報2019-010
【出願番号】特願2018-522068(P2018-522068)
【国際特許分類】
   Ｈ０４Ｎ  21/262    (2011.01)
   Ｈ０４Ｎ  21/436    (2011.01)
   Ｇ０６Ｆ  13/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０４Ｎ   21/262    　　　　
   Ｈ０４Ｎ   21/436    　　　　
   Ｇ０６Ｆ   13/00     ５２０Ｆ

【手続補正書】
【提出日】令和1年12月2日(2019.12.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のメディアタイトルの再生を委譲するための方法であって、プレイリストがメディ
アプレーヤ装置上に保たれており、
前記メディアプレーヤ装置から提供要求をメディア委譲装置によって受信することであっ
て、前記提供要求は、メディアタイトルを指定する、受信すること、
　　前記提供要求を前記メディア委譲装置によって処理すること、及び
　　前記メディア委譲装置によって前記メディアプレーヤ装置にプレイリスト更新メッセ
ージを送信すること、
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記提供要求が、前記提供要求内で識別される前記メディアタイトルのためのＵＲＬ情
報を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　複数のメディアタイトルを再生するための方法であって、プレイリストがメディアプレ
ーヤ装置上に保たれており、
　　メディアタイトルを指定する提供要求を前記メディアプレーヤ装置によってメディア
委譲装置に転送すること、及び
　　前記メディアプレーヤ装置によって前記メディアタイトルを前記プレイリストに追加
することを含む、方法。
【請求項４】
　　前記メディアプレーヤ装置によって提供要求認可メッセージをメディアソース装置に
送り返すこと、及び
　　前記プレイリストに追加されている前記メディアタイトルの前記ファイルを前記メデ
ィアソース装置によってサーバからダウンロードすること、
　を更に含む、請求項３に記載の方法。
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【請求項５】
　前記メディアプレーヤ装置上の前記プレイリストに追加されている前記メディアタイト
ルを再生するために、前記メディアプレーヤ装置がメディアソース装置にアクセス要求を
送信し、前記アクセス要求に応答して前記メディアソース装置が前記メディアプレーヤ装
置に対する前記要求されたメディアタイトルのストリーミングを開始する、請求項１～４
の何れか一項に記載の方法。
【請求項６】
　前記アクセス要求は、アクセスが要求される前記メディアタイトルの前記ＵＲＬ情報に
基づいて前記メディアタイトルのファイル名及び位置を識別するＨＴＴＰ　Ｇｅｔ要求に
対応し、メディアソース装置がストリーミングプロトコルを使って前記メディアプレーヤ
装置に対する前記メディアタイトルのストリーミングを行う、請求項１～５の何れか一項
に記載の方法。
【請求項７】
　前記ストリーミングプロトコルがＨＴＴＰストリーミング、ＲＴＰストリーミング、又
はＨＴＴＰチャンク転送エンコーディングのうちの１つである、請求項５又は６に記載の
方法。
【請求項８】
　前記メディアプレーヤ装置が、前記メディアプレーヤ装置上に位置する前記メディアフ
ァイル、又は前記メディアタイトルのストリーミング中に受信される前記メディアファイ
ルのセグメントを再生のために復号し、前記復号したコンテンツを提供するためにメディ
ア提供装置に転送し、又は自らの若しくは接続された提供手段によって提供する、請求項
５～７の何れか一項に記載の方法。
【請求項９】
　　メディアタイトルのプレイリストを保ち、
　　メディアタイトルを指定する提供要求をメディア委譲装置に転送し、
　　前記メディアタイトルを前記プレイリストに追加する、
　ように構成される、メディアプレーヤ装置。
【請求項１０】
　　メディアタイトルのプレイリストが保たれるメディアプレーヤ装置から提供要求を受
信することであって、前記提供要求はメディアタイトルを指定する、受信すること、
　　前記提供要求を処理すること、及び
　　前記メディアプレーヤ装置にプレイリスト更新メッセージを送信すること、
　を行うように構成される、メディア委譲装置。
【請求項１１】
　前記提供要求が、前記提供要求内で識別される前記メディアタイトルのためのＵＲＬ情
報を含む、請求項１０に記載のメディア委譲装置。
【請求項１２】
　コンピュータシステム内で実行されるとき、請求項１～８の何れか一項に記載のメディ
アプレーヤ装置又はメディア委譲装置の方法ステップを前記コンピュータシステムに実行
させるコンピュータ実行可能命令を含む、構成可能且つ適合されたコンピュータプログラ
ム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６８】
　添付図面に示した構成要素であるシステムコンポーネント及び方法ステップの一部はソ
フトウェアによって実装することが好ましいので、提案した方法及び機器をプログラムす
る方法に応じてシステムコンポーネント（又はプロセスステップ）間の実際の接続は異な
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り得ることを更に理解すべきである。本明細書の教示を所与として、当業者は提案した方
法及び機器のこれらの及び同様の実装又は構成を考えることができる。
　上述の実施形態の一部又は全部は、以下の付記のように記載され得るが、以下には限定
されない。
（付記１）
　複数のメディアタイトルの再生を委譲する方法であって、プレイリストはメディアプレ
ーヤ装置（１０、７０）上に保持されており、
　メディア委譲装置（５０）が、前記メディアプレーヤ装置（１０、７０）からプレゼン
テーション要求を受信することであって、前記プレゼンテーション要求はメディアソース
装置（２０、３０）上に位置する又は通信ネットワーク経由で前記メディアソース装置（
２０、３０）によってアクセス可能なサーバ（１００、２００、３００）上に位置するメ
ディアタイトルを指定する、受信すること、
　前記メディア委譲装置（５０）が、前記プレゼンテーション要求を処理すること、及び
　前記メディア委譲装置（５０）が、前記メディアプレーヤ装置（１０、７０）にプレイ
リスト更新メッセージを送信すること
を含む、方法。
（付記２）
　前記プレゼンテーション要求は、前記プレゼンテーション要求内で識別される前記メデ
ィアタイトルのためのＵＲＬ情報を含む、付記１に記載の方法。
（付記３）
　複数のメディアタイトルを再生する方法であって、プレイリストがメディアプレーヤ装
置（１０、７０）上に保持されており、
　前記メディアプレーヤ装置（１０、７０）が、メディアソース装置（２０、３０）上に
位置する又は通信ネットワーク経由で前記メディアソース装置（２０、３０）によってア
クセス可能なサーバ（１００、２００、３００）上に位置するメディアタイトルを指定す
るプレゼンテーション要求をメディア委譲装置（５０）に転送すること、及び
　前記メディアプレーヤ装置（１０、７０）が、前記メディアタイトルを前記プレイリス
トに追加すること
を含む、方法。
（付記４）
　前記メディアプレーヤ装置（１０、７０）が、プレゼンテーション要求認可メッセージ
を前記メディアソース装置（２０、３０）に送り返すこと、及び
　前記メディアソース装置（２０、３０）が、前記プレイリストに追加されている前記メ
ディアタイトルのファイルを前記サーバ（１００、２００、３００）からダウンロードす
ること
を更に含む、付記３に記載の方法。
（付記５）
　前記メディアプレーヤ装置（１０、７０）上の前記プレイリストに追加されている前記
メディアタイトルを再生するために、前記メディアプレーヤ装置（１０、７０）が前記メ
ディアソース装置（２０、３０）にアクセス要求を送信し、前記アクセス要求に応答して
前記メディアソース装置（２０、３０）が前記メディアプレーヤ装置（１０、７０）に対
して前記要求されたメディアタイトルのストリーミングを開始する、付記１～４の何れか
一項に記載の方法。
（付記６）
　前記アクセス要求は、アクセスが要求される前記メディアタイトルの前記ＵＲＬ情報に
基づいて前記メディアタイトルのファイル名及び位置を識別するＨＴＴＰ　Ｇｅｔ要求に
対応し、前記メディアソース装置（２０、３０）がストリーミングプロトコルを使って前
記メディアプレーヤ装置（１０、７０）に対して前記メディアタイトルのストリーミング
を行う、付記１～５の何れか一項に記載の方法。
（付記７）
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　前記ストリーミングプロトコルがＨＴＴＰストリーミング、ＲＴＰストリーミング、又
はＨＴＴＰチャンク転送エンコーディングのうちの１つである、付記１～６の何れか一項
に記載の方法。
（付記８）
　前記メディアプレーヤ装置（１０、７０）が、前記メディアプレーヤ装置（１０、７０
）上に位置するメディアファイル、又は前記メディアタイトルのストリーミング中に受信
される前記メディアファイルのセグメントを再生のために復号し、前記復号したコンテン
ツをプレゼンテーションのためにメディアプレゼンテーション装置（４０）に転送し、又
は自らの若しくは接続されたプレゼンテーション手段によって提示する、付記１～７の何
れか一項に記載の方法。
（付記９）
　メディアタイトルのプレイリストを保持し、
　メディアソース装置（２０、３０）上に位置する又は通信ネットワーク経由で前記メデ
ィアソース装置（２０、３０）によってアクセス可能なサーバ（１００、２００、３００
）上に位置するメディアタイトルを指定するプレゼンテーション要求をメディア委譲装置
（５０）に転送し、
　前記メディアタイトルを前記プレイリストに追加する
ように構成された、メディアプレーヤ装置（１０、７０）。
（付記１０）
　メディアタイトルのプレイリストが保持されているメディアプレーヤ装置（１０、７０
）からプレゼンテーション要求を受信することであって、前記プレゼンテーション要求は
メディアソース装置（２０、３０）上に位置する又は通信ネットワーク経由で前記メディ
アソース装置（２０、３０）によってアクセス可能なサーバ（１００、２００、３００）
上に位置するメディアタイトルを指定する、受信すること、
　前記プレゼンテーション要求を処理すること、及び
　前記メディアプレーヤ装置（１０、７０）にプレイリスト更新メッセージを送信するこ
と
を行うように構成された、メディア委譲装置（５０）。
（付記１１）
　コンピュータシステム内で実行されるとき、付記１～８の何れか一項に記載のメディア
プレーヤ装置（１０、７０）又はメディア委譲装置（５０）の方法ステップを前記コンピ
ュータシステムに実行させるコンピュータ実行可能命令を含む、構成可能且つ適合された
コンピュータプログラム。
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